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１ 主旨 

 

舞洲のスポーツ・レクリエーションゾーンは、多様化する市民の健康増進やス

ポーツ・レクリエーション需要に対応するため、平成２年に策定されたスポーツ

アイランド基本計画に基づき、その整備を進めてきました。 

施設の整備状況は、公共が整備する施設は概ね完成しており、大阪市では、今

後、民間事業者の企画力、ノウハウ、実行力等を最大限に活用することで、舞洲

のスポーツ・レクリエーションゾーンのまちづくりを促進し、かつ既存のスポー

ツ施設等との連携、調和を図りながら、活性化に寄与することを目指しています。 

このため、廃棄物処分場跡地を中心とした約４４ヘクタールの用地（以下「本

件地」という。）の活用方法について、今後予定する一般競争入札に先立って、事

業意欲のある方からの提案を広く募集します。 

応募提案いただいた内容については、現段階での事業の実現性が高い市場ニー

ズと認識し、今後、本件地の土地利用計画の策定に向けて活用していくこととし

ます。 

 

 

２ 主催者及び事務局 

 

  主催者：大阪市 

  事務局：大阪市港湾局臨海地域活性化室開発調整担当 

      〒559-0034 大阪市住之江区南港北１－１４－１６（ＷＴＣビル 40 階） 

      電話 ０６－６６１５－７７９８ 

 

 

３ 提案対象区域の概要 

 

物件番号 所 在 地 地 目 地 積 用途地域 利用条件等

① 
此花区北港緑地 

2-1-1 ほか
雑種地 約443,000㎡ 準工業地域 

賃貸、一部分

譲可能 

①－１ 同 上  雑種地 約326,000㎡ 準工業地域 
賃貸 

廃棄物処分 

指定区域 

①－２ 
此花区北港緑地 

2-1-44 内ほか
雑種地 約 87,000 ㎡ 準工業地域 分譲 or 賃貸

内

訳 

①－３ 
此花区北港緑地 

2-1-35 内
雑種地 約 30,000 ㎡ 準工業地域 分譲 or 賃貸
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この他、事業計画上必要な場合は、以下の物件を含めて提案することができます。 

物件

番号 
所 在 地 地 目 地 積 用途地域 利用条件 

Ａ 此花区北港緑地 1-1-1 宅 地 約 49,400 ㎡ 商業地域 分譲 

Ｂ 此花区北港緑地 2-1-24 宅 地 約 18,000 ㎡ 商業地域 分譲 

Ｃ 此花区北港緑地 2-1-25 宅 地 約 31,200 ㎡ 商業地域 分譲 

Ｄ 此花区北港緑地 2-1-29 宅 地 約 15,100 ㎡ 商業地域 分譲 

Ｅ 此花区北港緑地 2-1-31 宅 地 約 17,000 ㎡ 商業地域 分譲 

 

 

 

 提案対象区域の位置 
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プロロジス

東洋埠頭

プロロジスパーク舞洲

プロロジス

大阪ガス

建設局
（スラッジセンター）

横浜冷凍

鴻池運輸

東洋水産

フリゴ

ニチレイ

中日本
冷蔵

大阪中央
冷蔵

共立運輸

舞洲青果物センター廣川運送

通山運送環境局
（ごみ焼却場）

大阪港舞洲食品
流通センター

第一港運等

日通谷川運輸倉庫 谷川運輸倉庫

日通

谷川運輸
倉庫

北港白津岸壁

関西商運等

常
吉
大
橋

ヘリポート

大阪府

職員運動広場

多
目
的

人
工
芝
運
動
場

（ホ
ッ
ケ
ー
場
）

汚水ポンプ場

給水塔
変電所

日本環境安全事業

アミティ舞洲

自立支援
センター舞洲

北港観光バス

舞洲緑地

ウィング舞洲

スポーツ・レクリ
エーションゾーン

物流・環境

ゾーン

プロロジス

消防局
（消防学校）

横浜冷凍

提案対象区域

①－１

①－②

①－３

Ａ

Ｂ
Ｄ

Ｅ

Ｃ



４ 提案内容 

 

本件地の一部は、大阪都市計画・舞洲地区地区計画のＤ－１、Ｄ－２地区にあ

り地区計画の土地利用方針が定められており、それ以外は臨港地区にかかってい

ます。これらの主旨を踏まえた上で、以下の観点を考慮しつつスポーツ・レクリ

エーションゾーンの活性化を促す事業計画の提案を求めます。 

① 広大な敷地を活かすとともに、周辺の緑地・スポーツ施設等との連携・調和を

図り、集客による活性化に寄与する開発を提案してください。 

② 既存の舞洲緑地や舞洲緑道との人の回遊性を考慮してください。 

③ 任意での分割による事業提案も可能としますが、その際、事業計画上必要な敷

地面積と位置を提案してください。 

 

事業計画書 

事業計画書は、次に示すⅠ～Ⅳまでの資料を一式にまとめたうえ、提出してく

ださい。 

Ⅰ 事業内容 

○ 事業計画の内容やコンセプト、集客計画、既存のスポーツ関連施設等と

の連携策、スケジュール等について考え方を表現してください。 

Ⅱ 計画敷地面積、位置、施設計画 

○ 事業に必要な計画敷地面積及び概ねの位置を表示してください。 

○ 概ねの施設配置計画及び建築面積を表示してください。 

Ⅲ 事業計画期間 

○ 事業計画期間を表示してください。 

Ⅳ 事業費 

○ 事業費を表示してください。 

 

 

５ 土地利用条件 

 

① 本件地の一部は、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づく廃棄物が地下に

ある土地に係る指定区域に定められており、地盤沈下やガスの発生があります。 

② 同区域において掘削等を行う場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に

基づく手続き及び廃棄物の処理を行う必要があります。 

③ 本件地内には、既設の浸出水放流のための送水施設及びガス抜装置があります

が、その撤去・移設はできません。ただし、電源の移設は可能とします。 

④ 本件地の引渡しはすべて現状有姿を前提に計画してください。また、賃貸期間

満了に伴う本件地の返還については、更地を前提に計画してください。 

⑤ レクリエーション施設（ゴルフ場・遊園地等）で事業規模が３０ha 以上の場合、

環境影響評価の対象となりますので考慮してください。 
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６ 提案書類作成上の留意点 

 

① 使用言語及び単位 

提出書類等の使用言語は日本語とし、単位はメートル法を、また数字はアラビ

ア数字を用いてください。 

② 提案できる数の制限 

重なった区域での複数提案はできません。 

③ 費用負担 

応募にかかる一切の費用は、すべて応募者の負担となります。 

 

 

７ 応募者の資格 

 

提案された事業計画を自らが企画、建設、運営、コーディネートすることができ

る個人または法人。 

 

 

８ 応募の手順 

 

（１）応募登録の申込み 

① 応募しようとする方は事前に登録してください。 

② 登録申込み書に必要事項を記入し、登録締切日の平成 21 年 5 月 11 日（午後 5

時までに必着）までに郵送するか、ＦＡＸで登録手続きを済ませてください。 

③ 登録していただいた方には、登録番号を記載した応募登録番号票と参考資料等

を送付します。 

④ 登録申込み先：大阪市港湾局臨海地域活性化室開発調整担当 

      〒559-0034 大阪市住之江区南港北１－１４－１６（ＷＴＣビル 40 階） 

    ＴＥＬ０６－６６１５－７７９８ ＦＡＸ０６－６６１３－７８８９ 

 

（２）質問等の受付け 

  ①応募登録していただいた方で「募集要項」等について質問等がある場合は、所

定の質問票に記載のうえ、事務局に郵送するか、ＦＡＸ、メールで送信してく

ださい。 

  ②質問等の締切りは、平成 21 年 5 月 11 日です。（午後 5時までに必着） 

③質問等に対する回答は、「質問回答書」としてすべての登録者に送付します。 

④質問票送付先：登録申込先に同じ 
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（３）提案の受付け 

① 受付け期間 平成 21 年 6 月 12 日～平成 21 年 6 月 22 日 

午前 9時 30 分～正午、午後 1時 30 分～午後 5時 

        （ただし、土曜、日曜を除く） 

② 受付け場所：登録申込先に同じ 

③ 注意事項 

ア 郵送による提出も可能です。 

イ 提案書類受付け後、記載事項等に関してヒアリングや追加資料の提出を求

めることがあります。 

 

 

９ スケジュール 

 

  登録受付け期間：平成 21 年 4 月 8 日～平成 21 年 5 月 11 日 

  質問受付け期間：平成 21 年 4 月 8 日～平成 21 年 5 月 11 日 

  質問回答書発送：平成 21 年 5 月下旬の予定 

  応募受付け期間：平成 21 年 6 月 12 日～平成 21 年 6 月 22 日 

 

 

10 その他 

 

○ 応募いただいた事業計画書の著作権は、それぞれ応募者に帰属します。 

○ 応募いただいた事業計画書の全てまたは一部は、本件地における土地利用計画

の策定に使用させていただきます。その他の目的には使用いたしません。 
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